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議案第１３６号
大津市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用
に関する条例の一部を改正する条例の制定について
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（１）改正理由

大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号
の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２６年条例第６０号）について、以下の理由によ
り所要の改正を行うもの
・生活保護法に準じて実施する外国人に対する保護の実施等に関する事務を処理するに際して利用す
る医療保険給付関係情報を特定個人情報に追加するため

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
が成立し、マイナンバーカードと健康保険証が一体となることに伴い、マイナンバーカードにより、
医療保険給付関係情報が確認できるよう、特定個人情報を追加するため

（２）改正内容
別表第２の８の項中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）」を「健康保険法（大正１１

年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法（昭和２８年法
律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）、国民健康保険法（昭和３３
年法律第１９２号）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）」に改める。
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（３）改正の趣旨

・生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人について、個人番号を利用し、当該事務をより

迅速かつ確実に実施することを目的とする。

・マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和６年秋以降、現行の健康保険証は廃止され

ることになるため、健康保険証の記載情報（医療保険給付関係情報）により確認を行っている福祉

医療費受給券交付申請の手続等について、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律」（マイナンバー法）に基づく特定個人情報（個人番号を含む個人情報）を含

むマイナンバーカードにより、医療保険給付関係情報を確認できるようにすることを目的とする。
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（４）利用する特定個人情報（医療保険給付関係情報）の追加

現行で医療保険給付関係情報を確認できるのは国民健康保険関係情報と後期高齢者医療関係情報に
限られていることから、すべての医療保険において医療保険給付関係情報を確認できるよう、特定個
人情報を追加する。

 国民健康保険関係情報

 後期高齢者医療関係情報

 国民健康保険関係情報
 後期高齢者医療関係情報
 健康保険関係情報
 船員保険関係情報
 私立学校教職員共済関係情報
 国家公務員共済組合関係情報
 地方公務員等共済組合関係情報

事務 特定個人情報

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金
若しくは進学準備給付金の支給に準じて実施する生
活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労
自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関す
る事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）若しくは高齢者の医療の確保
に関する法律（昭和５７年法律第８０号）による医療に関する給付の支給若
しくは保険料の徴収に関する情報（以下「医療保険給付関係情報」という。）

＜現行条例による医療保険給付関係情報の定義 別表第２の８＞

特定個人情報に追加

＜現行の利用範囲＞ ＜改正後の利用範囲＞



Lake Biwa

令和５年１１月通常会議 教育厚生常任委員会

議 案 説 明 資 料

５

（５）＜参考＞ 別表第２（第３条関係） 抜粋

機関 事務 特定個人情報

8 市長 生活保護法による保護の
実施又は就労自立給付金
若しくは進学準備給付金の
支給に準じて実施する生活
に困窮する外国人に対する
保護の実施又は就労自立
給付金若しくは進学準備給
付金の支給に関する事務
であって規則で定めるもの

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付
費の支給に関する情報、身体障害者関係情報、生活保護法による保護の実施若し
くは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報、地方税関係情
報、健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、
国民健康保険法、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する
法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報（以下「医
療保険給付関係情報」という。）、児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関
する情報（以下「児童扶養手当関係情報」という。）、母子及び父子並びに寡婦福祉
法による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等
の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害
者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律による福祉手当の支給に関す
る情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給
に関する情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報
（以下「児童手当関係情報」という。）、中国残留邦人等支援給付等の支給に関する
情報（以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。）、介護保険給付等関係
情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立
支援給付の支給に関する情報（以下「障害者自立支援給付関係情報」という。）又は
市営住宅家賃関係情報であって規則で定めるもの
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（５）＜参考＞ 別表第２（第３条関係）

機関 事務 特定個人情報

17 市長 大津市医療費助成条例による医療費の
助成に関する事務であって規則で定める
もの

身体障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保
険給付関係情報、児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報又は障
害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

18 市長 大津市老人福祉医療費助成条例による
老人福祉医療費の助成に関する事務で
あって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報又は医療保険給付関係情報で
あって規則で定めるもの

19 市長 大津市医療費助成条例による医療費の
助成に準じて実施する後期高齢者医療
の被保険者に対する医療費の助成に関
する事務であって規則で定めるもの

身体障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保
険給付関係情報、児童扶養手当関係情報又は障害者自立支援給付
関係情報であって規則で定めるもの

（６）施行期日

公布日



 

大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年条例第７８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例 

大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例 

平成２７年９月２８日 平成２７年９月２８日 

条例第７８号 条例第７８号 

（平２８条例１８・改称） （平２８条例１８・改称） 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

８ 市長 生活保護法による保

護の実施又は就労自

立給付金若しくは進

学準備給付金の支給

に準じて実施する生

活に困窮する外国人

に対する保護の実施

又は就労自立給付金

若しくは進学準備給

付金の支給に関する

児童福祉法による小児慢性特定疾病医

療費、療育の給付若しくは障害児入所給

付費の支給に関する情報、身体障害者関

係情報、生活保護法による保護の実施若

しくは就労自立給付金若しくは進学準

備給付金の支給に関する情報、地方税関

係情報、国民健康保険法（昭和３３年法

律第１９２号）若しくは高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８

０号）による医療に関する給付の支給若

機関 事務 特定個人情報 

８ 市長 生活保護法による保

護の実施又は就労自

立給付金若しくは進

学準備給付金の支給

に準じて実施する生

活に困窮する外国人

に対する保護の実施

又は就労自立給付金

若しくは進学準備給

付金の支給に関する

児童福祉法による小児慢性特定疾病医

療費、療育の給付若しくは障害児入所給

付費の支給に関する情報、身体障害者関

係情報、生活保護法による保護の実施若

しくは就労自立給付金若しくは進学準

備給付金の支給に関する情報、地方税関

係情報、健康保険法（大正１１年法律第

７０号）、船員保険法（昭和１４年法律

第７３号）、私立学校教職員共済法（昭

和２８年法律第２４５号）、国家公務員

 ７ 



 

事務であって規則で

定めるもの 

しくは保険料の徴収に関する情報（以下

「医療保険給付関係情報」という。）、

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３

８号）による児童扶養手当の支給に関す

る情報（以下「児童扶養手当関係情報」

という。）、母子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和３９年法律第１２９号）によ

る資金の貸付け若しくは給付金の支給

に関する情報、特別児童扶養手当等の支

給に関する法律（昭和３９年法律第１３

４号）による特別児童扶養手当、障害児

福祉手当若しくは特別障害者手当若し

くは国民年金法等の一部を改正する法

律（昭和６０年法律第３４号）による福

祉手当の支給に関する情報、母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）による養

育医療の給付若しくは養育医療に要す

る費用の支給に関する情報、児童手当法

（昭和４６年法律第７３号）による児童

手当若しくは特例給付の支給に関する

情報（以下「児童手当関係情報」とい

う。）、中国残留邦人等支援給付等の支

給に関する情報（以下「中国残留邦人等

事務であって規則で

定めるもの 

共済組合法（昭和３３年法律第１２８

号）、国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）、地方公務員等共済組合法

（昭和３７年法律第１５２号）若しくは

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号）による医療に関す

る給付の支給若しくは保険料の徴収に

関する情報（以下「医療保険給付関係情

報」という。）、児童扶養手当法（昭和

３６年法律第２３８号）による児童扶養

手当の支給に関する情報（以下「児童扶

養手当関係情報」という。）、母子及び

父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律

第１２９号）による資金の貸付け若しく

は給付金の支給に関する情報、特別児童

扶養手当等の支給に関する法律（昭和３

９年法律第１３４号）による特別児童扶

養手当、障害児福祉手当若しくは特別障

害者手当若しくは国民年金法等の一部

を改正する法律（昭和６０年法律第３４

号）による福祉手当の支給に関する情

報、母子保健法（昭和４０年法律第１４

１号）による養育医療の給付若しくは養
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支援給付等関係情報」という。）、介護

保険給付等関係情報、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するため

の法律による自立支援給付の支給に関

する情報（以下「障害者自立支援給付関

係情報」という。）又は市営住宅家賃関

係情報であって規則で定めるもの 
 

育医療に要する費用の支給に関する情

報、児童手当法（昭和４６年法律第７３

号）による児童手当若しくは特例給付の

支給に関する情報（以下「児童手当関係

情報」という。）、中国残留邦人等支援

給付等の支給に関する情報（以下「中国

残留邦人等支援給付等関係情報」とい

う。）、介護保険給付等関係情報、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律による自立支援給

付の支給に関する情報（以下「障害者自

立支援給付関係情報」という。）又は市

営住宅家賃関係情報であって規則で定

めるもの 
 

 

９ 


